
  

一 

令和 7 年 10 月 10 日 (金曜日) 千 葉 県 報 号外第９１号 
      

 
 

主 
 

要 
 

目 
 

次 

 
 

条 
 

例 

○ 

千
葉
県
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 
 

 
 

 

一 
条

例 

 

千
葉
県
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
□ 

 
 

令
和
七
年
十
月
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

千
葉
県
条
例
第
三
十
八
号 

 
 

 

千
葉
県
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

千
葉
県
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
等
に
関
す
る
条
例
□
平
成
三
十
年
千
葉
県
条
例
第
五
十
六
号
□
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
□ 

 

第
二
条
中
□
別
表
第
一
□
を
□
別
表
□
に
改
め
る
□ 

 

第
四
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
□ 

２ 

弁
償
す
る
費
用
の
種
目
は
□
別
に
定
め
が
あ
る
も
の
の
ほ
か
□
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す

る
□ 

 

一 

鉄
道
賃 

 

二 

船
賃 

 

三 

航
空
賃 

 

四 

そ
の
他
の
交
通
費 

 

五 

宿
泊
費 

 

六 

包
括
宿
泊
費 

 

七 

宿
泊
手
当 

 

八 

旅
行
雑
費 

 

九 

渡
航
雑
費 

 

十 

死
亡
手
当 

 

第
五
条
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
□ 

 
 

弁
償
す
る
費
用
□
次
項
に
規
定
す
る
種
目
に
係
る
も
の
を
除
く
□
□
の
額
は
□
次
の
各
号
に
掲
げ
る

議
員
の
区
分
に
応
じ
□
当
該
各
号
に
定
め
る
者
の
例
に
よ
る
□ 

 

一 

議
長 

内
閣
総
理
大
臣 

 

二 

副
議
長
及
び
議
員 

国
家
公
務
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
法
律
施
行
令
□
令
和
六
年
政
令
第
三
百
六

号
□
第
一
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
指
定
職
職
員
等 

 

第
五
条
第
三
項
を
削
り
□
同
条
第
二
項
中
□
者
が
□
□
の
下
に
□
特
別
職
の
職
員
等
の
給
与
□
旅
費
及

び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
□
昭
和
三
十
一
年
千
葉
県
条
例
第
二
十
七
号
□
の
規
定
に
基
づ
い
て
□
を
加

え
□
□
特
別
職
の
職
員
等
の
給
与
□
旅
費
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
□
昭
和
三
十
一
年
千
葉
県
条
例

第
二
十
七
号
□
別
表
第
二
□
を
□
同
条
例
第
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
□
に
改
め
□
同
項
を
同
条
第
三
項

と
し
□
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
□ 

２ 

そ
の
他
の
交
通
費
□
本
邦
□
本
州
□
北
海
道
□
四
国
□
九
州
及
び
こ
れ
ら
に
附
属
す
る
島
の
存
す
る

領
域
を
い
う
□
□
に
お
け
る
旅
行
の
場
合
に
限
る
□
□
及
び
旅
行
雑
費
の
額
は
□
職
員
の
例
に
よ
る
□ 

 

第
六
条
第
一
項
中
□
車
賃
及
び
宿
泊
料
□
を
□
そ
の
他
の
交
通
費
□
宿
泊
費
及
び
宿
泊
手
当
□
に
改

め
□
同
条
第
二
項
中
□
次
の
各
号
に
規
定
す
る
旅
客
運
賃
及
び
急
行
料
金
に
よ
る
□
を
□
運
賃
及
び
急
行

料
金
□
運
賃
に
加
え
て
別
に
支
払
う
も
の
で
あ
□
て
□
公
務
の
た
め
特
に
必
要
と
す
る
も
の
に
限
る
□
□

の
額
の
合
計
額
と
す
る
□
に
改
め
□
同
項
各
号
を
削
り
□
同
条
第
三
項
中
□
車
賃
□
を
□
そ
の
他
の
交
通

費
□
に
□
□
軌
道
事
業
及
び
一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
に
係
る
交
通
機
関
を
利
用
し
た
場
合
に

あ
□
て
は
そ
の
旅
客
運
賃
に
よ
り
□
自
家
用
自
動
車
を
利
用
し
た
場
合
に
あ
□
て
は
一
キ
ロ
メ
□
ト
ル

□
一
キ
ロ
メ
□
ト
ル
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
□
こ
れ
を
切
り
捨
て
る
□
□
に
つ
き
三
十
円
を
乗
じ

て
得
た
額
及
び
高
速
自
動
車
国
道
等
の
有
料
の
道
路
の
料
金
に
よ
る
□
を
□
次
の
各
号
に
掲
げ
る
費
用

□
第
三
号
に
掲
げ
る
費
用
は
□
公
務
の
た
め
特
に
必
要
と
す
る
も
の
に
限
る
□
□
の
額
の
合
計
額
と
す

る
□
に
改
め
□
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
□ 

 

一 

道
路
運
送
法
□
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
三
号
□
第
三
条
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
一
般
乗
合
旅

客
自
動
車
運
送
事
業
□
路
線
を
定
め
て
定
期
に
運
行
す
る
自
動
車
に
よ
り
乗
合
旅
客
の
運
送
を
行
う

も
の
に
限
る
□
□
の
用
に
供
す
る
自
動
車
を
利
用
す
る
移
動
に
要
す
る
運
賃 

 

二 

自
家
用
自
動
車
を
利
用
す
る
移
動
に
要
す
る
費
用
及
び
高
速
自
動
車
国
道
等
の
有
料
の
道
路
の
料

金 

 

三 

前
二
号
に
掲
げ
る
費
用
に
付
随
す
る
費
用 

 

第
六
条
第
四
項
中
□
宿
泊
料
□
を
□
宿
泊
費
及
び
宿
泊
手
当
□
に
□
□
宿
泊
に
伴
い
現
に
支
払
□
た
額

□
そ
の
額
が
一
万
四
千
八
百
円
を
超
え
る
場
合
に
あ
□
て
は
□
一
万
四
千
八
百
円
□
と
す
る
□
を
□
□
前

条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
議
員
の
区
分
に
応
じ
□
当
該
各
号
に
定
め
る
者
の
例
に
よ
る
□
に
□
□
同
項
□

を
□
第
一
項
□
に
□
□
車
賃
□
を
□
そ
の
他
の
交
通
費
□
に
改
め
□
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
□
同
条
第

三
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
□ 

４ 
前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
自
家
用
自
動
車
を
利
用
す
る
移
動
に
要
す
る
費
用
の
額
は
□
一
キ
ロ
メ
□
ト

ル
□
一
キ
ロ
メ
□
ト
ル
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
□
こ
れ
を
切
り
捨
て
る
□
□
に
つ
き
三
十
円
と

す
る
□ 

 

別
表
第
二
を
削
り
□
別
表
第
一
を
別
表
と
す
る
□ 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
□
令
和
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

 

毎
週
火
・
金
曜
日
定
例
発
行 

令

和

7

年

10 

月

10

日 

号 
 

外 

 



 
 

 

二 

千 葉 県 報 号外第９１号 令和 7 年 10 月 10 日 (金曜日) 
                                    

                                    

 
 

 

購
読
料 

本
号 

 

一
部 

 
 

 
 

 
 

六
円 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

発 

行 

者 
 

千
葉
市
中
央
区
市
場
町
一
番
一
号 

 
 

 

千 
 

 
 

 

葉 
 

 
 

 

県 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

購
読
申
込
先 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

〇
四
三
□
二
二
三
□
二
六
五
八 

 


